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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子ファイルの使用と管理とのための装置であって、
　前記電子ファイル若しくは当該電子ファイルの一部の再生、又は前記電子ファイル若し
くは当該電子ファイルの一部へのアクセスのためのプレイバックサービスと、通信可能に
接続され、
　前記電子ファイルのプレイバック要求を前記プレイバックサービスに送信し、
　当該電子ファイルを前記プレイバックサービスから受信し、
　当該受信した電子ファイルを再生し、
　当該電子ファイルを再生した後、当該再生された電子ファイルが当該装置に記憶されな
かったことを検証するために、当該装置を検索して当該電子ファイルのシグネチャ又は識
別情報を探し、
　当該再生された電子ファイルが当該装置に記憶されなかった旨のメッセージを使用して
前記プレイバックサービスに報告を行う、
　装置。
【請求項２】
　所定のファイル転送又は通信プロトコルに基づき、前記プレイバックサービスから受信
した前記電子ファイルにおけるあらかじめ設定された最大数のバイトのみが受信されてか
ら、当該電子ファイルの後続のバイトが受信されることを許可する、
　請求項１に記載の装置。
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【請求項３】
　所定のファイル転送又は通信プロトコルに基づき、前記プレイバックサービスから受信
した前記電子ファイルの少なくとも一部を削除する、
　請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　ファイルを記憶する能力がない出力装置を備え、
　所定のファイル転送又は通信プロトコルに基づき、前記出力装置のみに前記電子ファイ
ルを転送し、当該電子ファイルをメモリ、記憶装置、又は電子ファイルを収集する可能性
があるその他の装置に転送しない、
　請求項１から３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　所定のファイル転送又は通信プロトコルに基づき、前記電子ファイルの少なくとも一部
を、当該電子ファイルのコピーを作成することなく再生する、
　請求項１から４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記プレイバックサービスから所定の送信速度でストリーミングされる前記電子ファイ
ルを、当該プレイバックサービスから受信し、
　当該受信した電子ファイルを、前記送信速度より低いプレイバック速度で再生し、
　当該受信した電子ファイルを再生するために必要とされる時間よりも長い時間にわたっ
て当該電子ファイルを記憶しない、
　請求項１から５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記電子ファイルを保管する保管サービスにログインするための認証情報として、当該
装置の固有の識別子を当該保管サービスに提供する、
　請求項１から６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記再生された電子ファイルが当該装置に記憶されなかった旨の暗号化メッセージを使
用して、定期的に前記プレイバックサービスに報告を行う、
　請求項１から７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記再生された電子ファイルが当該装置に記憶されなかった旨の暗号化メッセージを使
用して、ランダムに前記プレイバックサービスに報告を行う、
　請求項１から７のいずれか一項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００６年５月１１日出願の米国仮特許出願第６０／７４７，０９２号の優
先権を主張するものであり、この米国仮特許出願は、その全体が参照により本明細書に援
用されるものとする。
【背景技術】
【０００２】
　既存のファイル交換システムを含む、既存のファイル使用および管理システムは、通常
、ファイルのコピーを作成する。そのような実施は、著作権法を侵害する場合がある。必
要とされているのは、ファイルのコピーを作成することを回避する、ファイルの使用と管
理とのシステムおよび方法である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明の特定の態様では、オーディオファイルの第１のコピーを記憶することであって
、オーディオファイルの第１のコピーは、オーディオファイルの第１のコピーを保管しな
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い第１のパーティによって所有されている、ことと、オーディオファイルのプレイバック
を求める要求を受信することと、要求が第１のパーティからであることを検証することと
、オーディオファイルの第１のコピーを表す信号を、第１のパーティに関連付けられた１
つ以上のプレイバック装置に送信することであって、プレイバック装置は、信号を受信す
るように、そして、オーディオファイルのいかなる部分も、オーディオファイルのその部
分を受信したらすぐにその部分を再生するためにプレイバック装置が必要とする可能性が
ある最小時間よりも長く記憶せずに、オーディオファイルを再生するように、動作可能で
ある、こととを含む、方法が提供される。
【０００４】
　本発明のその他の態様では、第１のパーティに関連付けられた、ファイルの第１のコピ
ーを記憶することであって、第１のパーティは、ファイルの第１のコピーの所有権を有し
、ファイルは著作権保護が可能な表現である、ことと、ファイルの第２のコピーを作成す
ることなしに、第１のパーティに関連付けられた装置上で、ファイルの第１のコピーのプ
レイバックを提供することとを含む、方法が提供される。
【０００５】
　本発明のさらに他の態様では、複数のファイルのそれぞれの、コピーを記憶することで
あって、各コピーは、ファイルの各記憶されたコピーの所有権を有する第１のパーティに
関連付けられている、ことと、ファイルの著作権所有者の著作権を侵害することなしに、
第１のパーティに、ファイルの任意のコピーのリモートプレイバックを提供することとを
含む、方法が提供される。
【０００６】
　本発明のさらに他の態様では、１つのファイルの複数のコピーを記憶することであって
、各コピーは異なるパーティに関連付けられ、各パーティは、ファイルの記憶されたコピ
ーのうちの少なくとも１つの所有権を有する、ことと、ファイルの著作権所有者の著作権
を侵害することなしに、それらのパーティに、ファイルのコピーの並行リモートプレイバ
ックを提供することとを含む、方法が提供される。
【０００７】
　本発明のさらなる態様では、１つのファイルの複数のコピーを記憶することであって、
それらのコピーは１つの組織と関連付けられ、組織はそれらのコピーの所有権を有する、
ことと、複数のパーティを組織のメンバーとして認めることと、ファイルの著作権所有者
の著作権を侵害することなしに、それらのメンバーに、ファイルのコピーの並行リモート
プレイバックを提供することとを含む、方法が提供される。
【０００８】
　本発明のさらなる態様では、第１のパーティに関連付けられた、ファイルのコピーを記
憶することであって、第１のパーティは、ファイルのコピーの所有権を有し、所有権は制
約を受けている、ことと、ファイルの著作権所有者の著作権を侵害することなしに、そし
て、制約を侵害することなしに、第１のパーティに、ファイルのコピーのリモートプレイ
バックを提供することとを含む、方法が提供される。
【０００９】
　本発明のさらなる態様では、第１のパーティに関連付けられた、ファイルの第１のコピ
ーの、プレイバックを要求するように構成された、インタフェースモジュールであって、
第１のパーティは、ファイルの第１のコピーの所有権を有し、ファイルは著作権保護が可
能な表現である、インタフェースモジュールと、インタフェースモジュールに結合された
ファイルプレイバックモジュールであって、ファイルの第１のコピーを、受信するように
、そして、記憶することなしに、並行プレイバックするように、構成された、ファイルプ
レイバックモジュールとを含む、ファイルのプレイバックのための装置が提供される。
【００１０】
　本発明のその他の特徴および態様は、以下の詳細な説明と、添付の特許請求の範囲と、
添付の図面とから、より十分に明白となるであろう。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
【図１】本発明のいくつかの実施形態による、システムの例示的な実施形態を示すブロッ
ク図である。
【図２】本発明のいくつかの実施形態による、第１の例示的方法の例示的な実施形態を示
すフローチャートである。
【図３】本発明のいくつかの実施形態による、第２の例示的方法の例示的な実施形態を示
すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は、著作権所有者がファイル（例えば、オーディオトラック、ビデオなど）につ
いて有する著作権を侵害することのない、ファイルの所有者によるプレイバック／アクセ
ス、または販売／交換のための、ファイルのオンライン記憶を容易にするために使用され
てもよい。例えば、オーディオファイルがユーザ装置に送信され、そして、バッファリン
グなしにユーザ装置上でただちに再生される際に、オーディオファイルの追加のバージョ
ンを記憶しない、プレイバックサービスを提供することによって、本発明は、著作権法を
侵害することを、ファイルのコピーを作成しないことによって回避する。
【００１３】
　図１を参照すると、本発明の実施形態は、交換サービス（ｅｘｃｈａｎｇｅ　ｓｅｒｖ
ｉｃｅ）１０２、保管サービス（ｃｕｓｔｏｄｉａｌ　ｓｅｒｖｉｃｅ）１０４、および
プレイバックサービス（ｐｌａｙｂａｃｋ　ｓｅｒｖｉｃｅ）１０６を、システム１００
内での、それぞれ、ファイルの交換、記憶、および／または、プレイバック／アクセスの
ために提供する、システム１００を含んでもよい。上記に示したように、本発明のシステ
ム１００は、例えば、音楽トラック、アプリケーションサービスプロバイダ（ＡＳＰ）の
データ、オブジェクト、および／またはアプリケーションファイル、ソフトウェアアプリ
ケーション、データまたはグラフィックスの集成（例えば、ＬＥＸＩＳ（登録商標）デー
タベース情報、さまざまなディレクトリ、地図など）、映画、テレビ番組、ビデオゲーム
、アニメーション、コンピュータプレゼンテーション、ウェブサイト、ニュースフィード
などを含む、任意の数のさまざまなファイルタイプとともに動作するように構成されても
よい。本明細書で使用する場合、そして特に記載しない限り、プレイバック（ｐｌａｙｂ
ａｃｋ）という用語は、ファイルまたはファイルの一部を再生すること（ｐｌａｙｉｎｇ
）、あるいは、ファイルまたはファイルの一部にアクセスすること（ａｃｃｅｓｓｉｎｇ
）を意味してもよい。
【００１４】
　本発明による交換サービス１０２または機能は、１つ以上のソフトウェアアプリケーシ
ョンおよび／またはオペレーティングシステム（ＯＳ）を実行している、コンピュータサ
ーバまたはホストとして実施されてもよい。いくつかの実施形態では、オペレータがサー
バの動作の側面を制御してもよく、他の実施形態では、サーバは完全に自動化されていて
もよい。交換サービス１０２は、例えばセキュリティ保護されたネットワークを介して、
直接的に、あるいは、例えば中間のサーバまたはインターネット１１４を介して、間接的
に、その他の装置、サーバ、またはサービス（例えば、保管サービス１０４、プレイバッ
クサービス１０６、ユーザ装置１０８、１１０、１１２、ファイル配布サーバなど）に結
合されて、それらと通信してもよい。ユーザは、例えば、セルラー電話機、ネットワーク
コンピュータ、無線携帯情報端末（ＰＤＡ）、ハンドヘルド装置、衛星ラジオ受信機、ネ
ットワークにアクセスするように修正されていてもよいメディアプレーヤー（例えば、ア
ップル（Ａｐｐｌｅ（登録商標）社）のアイポッド（ｉＰｏｄ（登録商標））、サンディ
スク（ＳａｎＤｉｓｋ（登録商標））のサンサ（Ｓａｎｓａ（登録商標））、東芝（Ｔｏ
ｓｈｉｂａ（登録商標））のギガビート（Ｇｉｇａｂｅａｔ（登録商標））など）、ワイ
ファイ（ＷｉＦｉ）装置（例えば、ラップトップコンピュータ、ノキア（Ｎｏｋｉａ（登
録商標））７７０インターネットタブレット（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｔａｂｌｅｔ（登録商
標）））などを含む）をはじめとする、任意の数のさまざまな異なるユーザ装置１０８、
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１１０、１１２を介して、交換サービス１０２にアクセスしてもよく、または、交換サー
ビス１０２から伝送されたものを受信してもよい。いくつかの実施形態では、交換サービ
ス１０２は、ウェブページ（例えば、ＨＴＭＬまたはＸＭＬベースのワールドワイドウェ
ブ（ＷＷＷ）ページ）として実施されたインタフェース１１６（例えば、ユーザおよび／
またはオペレータインタフェース）を含んでもよく、一方、他の実施形態では、ユーザ装
置は、インタフェース１１８、１２０、１２２を含んでもよい。
【００１５】
　交換サービス１０２は、金融取引、バーター取引、またはその他の取引を成立させるた
めの設備を含んでもよい。例えば、交換サービス１０２は、銀行、クレジットカード会社
、その他のセキュリティ保護された金融機関、および／または、連邦準備制度（Ｆｅｄｅ
ｒａｌ　Ｒｅｓｅｒｖｅ）によって運営される自動決済機関（ａｕｔｏｍａｔｅｄ　ｃｌ
ｅａｒｉｎｇ　ｈｏｕｓｅ）（ＡＣＨ）ネットワークへの接続を許可するように構成され
た、セキュリティ特徴およびプロトコルを含んでもよい。交換サービス１０２は、さらに
、任意のさまざまなタイプのファイルを販売する他のパーティから、ファイルを購入して
移転するように構成されてもよい。交換サービス１０２は、例えば、以下で詳述する、保
管サービス１０４を使用して、そのようなファイルを記憶してもよい。
【００１６】
　交換サービス１０２は、会計情報とファイル検証機能とを提供する、監査機能を含んで
もよい。例えば、交換サービス１０２は、任意の所与の瞬間において、交換サービス１０
２のドメイン内のすべてのファイルが、「合法の」、非海賊版の、著作権に準拠した、フ
ァイルのコピーとして検証されることが可能なように、ファイルのコピーの各インスタン
スを（例えば、シリアル番号を割り当てるか、または関連付けることによって、および／
または、ファイルの内容に組み込まれた電子「透かし」を使用することによって）一意に
識別するための手段を含んでもよい。さらに、交換サービス１０２は、所有権の変遷（ｃ
ｈａｉｎ　ｏｆ　ｔｉｔｌｅ）が明らかにされてもよいように、ファイルの特定のインス
タンスを誰が購入および売却したかに関する、履歴情報を記憶してもよい。交換サービス
１０２は、マーケティング情報を明らかにするために、所有権の変遷情報を、例えば市場
での販売価格および時間などの、その他の取引情報とともに集計および／または集約する
ための、プログラムを含んでもよい。いくつかの実施形態では、交換サービス１０２は、
ファイルの価格を設定するために、そのような情報を使用してもよい。
【００１７】
　動作時、交換サービス１０２は、以前に所有されていた、および新しい、ファイルのコ
ピーを、再販売または取得するための、便利な手段として機能してもよい。言い換えると
、交換サービス１０２は、「合法の」、非海賊版の、著作権に準拠した、ファイルのコピ
ーを、購入および売却するための、市場として機能してもよい。交換サービス１０２は、
多くの異なるパーティ間の取引、例えば、２つ以上のユーザ（例えば、交換サービスのメ
ンバー、顧客、加入者、匿名パーティなど）の間の取引、小売業者（例えば、アイチュー
ンズ（ｉＴｕｎｅｓ（登録商標））、ナップスター（Ｎａｐｓｔｅｒ（登録商標））、ウ
ォルマート（Ｗａｌｍａｒｔ（登録商標））など）とユーザとの間の取引、小売業者と保
管サービス１０４（以下に記載）との間の取引、ユーザと保管サービス１０４との間の取
引、小売業者と、ユーザの代理としての保管サービス１０４との間の取引（取引へのユー
ザの参加あり、またはなし）などを、容易にしてもよい。小売業者と、ユーザの代理とし
ての保管サービス１０４との間の取引では、ユーザの代理として、小売業者からファイル
が購入されたことを、ユーザは認識していなくてもよい。いくつかの実施形態では、保管
サービス１０４は、ユーザの金融口座情報を記憶し、そして、そのユーザのために購入を
行うための認可を単に受けてもよい。
【００１８】
　例えば、通常、パーム（Ｐａｌｍ（登録商標））トレオ（Ｔｒｅｏ（登録商標））スマ
ートフォン上で音楽を聞くユーザは、交換サービス１０２によって維持されるインタフェ
ースウェブサイト１１６を閲覧してもよい。ウェブサイト１１６は、購入できる多数の音
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楽トラックを、それぞれの現行価格とともにリストしてもよい。特定のトラックの各リス
ト項目は、例えば保管サービス１０４を使用して記憶された、音楽トラックのコピーの特
定のインスタンスに対応してもよい。ユーザは、所望のトラックを購入のために選択して
もよく、その時点で、交換サービス１０２は、ユーザの銀行またはクレジットカード勘定
を借記し、そして、購入されたトラックの所有権の移転を、保管サービス１０４内で成立
させてもよい。実際の移転は、所有権、アクセスおよび／またはプレイバックの権利（例
えば、購入された音楽トラックであるファイルに関連付けられた権利）を表すデータビッ
トを、購入者によるトラックの新しい所有権と、販売者からの権利の除去とを反映するよ
うに、単に変更することを含んでもよい。このようにして、ファイルは、ファイルのいか
なる追加のコピーも作成することなしに、そしてそれと同時に、購入および売却されるフ
ァイルの著作権所有者の著作権が侵害されないことを確実にしながら、さまざまなパーテ
ィによって購入および売却されてもよい。ファイルが保管サービス１０４内にまだ記憶さ
れていない状況では、以下で詳しく説明するように、ファイルの合法のコピーを含む媒体
（例えば、ＣＤまたはＤＶＤ）が、保管サービスの、ファイルのリポジトリ１２４に追加
されるように、保管サービス１０４に物理的に送られてもよい。そのような実施形態では
、交換サービス１０２は、ファイルコピーの所与のインスタンスの１つのコピーのみが存
在することを許可されるということを、検証してもよく、および／または、検証を提供す
る働きをしてもよい。言い換えると、交換サービス１０２は、ファイルのコピーを含む媒
体が、保管サービスの、ファイルのリポジトリ１２４内にファイルが入れられた直後に、
または入れられている間に、破棄されることを検証してもよい。いくつかの実施形態では
、保管サービスの、ファイルのリポジトリ１２４は、媒体を含んでもよい。同様に、プレ
イバックの間、ファイルコピーの所与のインスタンスの１つのコピーのみが存在すること
を許可されるということを、検証するために、および／または、検証を提供する働きをす
るために、交換サービス１０２は、プレイバックサービス１０６（以下に記載）と統合さ
れてもよい。
【００１９】
　上記に示したように、交換サービス１０２は、ファイルに関連する取引情報を記録し、
この情報の履歴を記憶してもよい。この情報の集約が、価格を設定するため、ファイルの
価値を決定するため、マーケティングまたは広告の目的のため、在庫管理の目的のため、
（例えば、関連する製品またはサービスの追加提供などの）アップセル（ｕｐｓｅｌｌ）
の機会を作るため、または提供するため、メンバーシップのレベル／状態／資格を判定す
るため、および監査を行うために使用されてもよい。この情報は、さらに、交換サービス
１０２が、または保管サービス１０４などの統合サービスが、ユーザへの販売のためにフ
ァイルを購入／取得することを可能にするために使用されてもよい。情報は、特定のファ
イルに対する需要を判定するために、および／または、ファイルを、例えば再販売用に取
得するために、交換サービス１０２が支払うべき適切な価格を判定するために、使用され
てもよい。いくつかの実施形態では、交換サービス１０２は、ファイルの将来の需要を予
測するために、および、買い戻しの保証または規定をファイルの購入者に提供するために
、集約された情報を使用してもよい。そのような規定は、購入者が、将来のある日に、例
えば、購入者がファイルにアクセスするか、またはファイルを再生した後で、購入者が第
三者にファイルを販売することができない場合、および／または、購入者が望むときはい
つでも、所定の価格で交換サービス１０２にファイルを売り戻すことを可能にする。買い
戻し価格は、最初の販売時に、または、後日に、決定されてもよい。買い戻し価格は、取
引情報またはその他の要因の関数であってもよい。買い戻し規定は、任意選択であっても
よく、そして、規定の選択は、最初の購入価格に、プラスに、またはマイナスに影響して
もよい。代替の実施形態では、買い戻し規定は、必須であってもよい。いくつかの実施形
態では、交換サービス１０２は、複数のユーザの代理として、ファイルの複数のコピーを
一括購入割引率で購入するために、特定のファイルに対する需要を集約することが可能で
あってもよい。したがって、交換サービス１０２は、著作権を侵害しない取引を容易にす
る。交換サービス１０２は、さらに、ファイルコピーの非存在または破棄の検証を提供し
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てもよく、すべての取引を記録しながら、合法の移転を成立させるために、保管サービス
１０４と統合されてもよく、そして、移転されたファイルの使用を、著作権を侵害するこ
となく可能にするために、プレイバックサービス１０６と統合されてもよい。
【００２０】
　交換サービス１０２は、多くの異なるタイプの取引をサポートするように構成されても
よい。固定価格の取引に加えて、サービス１０２は、任意の数のさまざまな要因に基づく
動的価格設定を提供してもよい。例えば、価格は、交換サービス１０２によって決定され
るか、または（例えば、株式市場に類似した）アスク／ビッド情報に基づいて決定される
、市場価格に基づいて、継続的に調節されてもよい。いくつかの実施形態では、１つ以上
のパーティから１つ以上のパーティへの、ファイルの大規模なコレクション（または、少
なくとも２つ以上のファイル）の購入または販売を含む取引がサポートされてもよい。価
格設定は、さらに、動的であってもよく、そして、例えば、コレクションのプレミアムを
競うための、および一括購入割引のための、上または下への調節を含んでもよい。交換サ
ービス１０２は、さらに、オークション販売の形式での取引、貸し、借り、複合／マルチ
パーティ取引（例えば、再販売保証付きの購入）、買い戻し約定、条件付き販売などをサ
ポートしてもよい。例えば、ファイルの販売は、無条件または条件付きのいずれかであっ
てもよい（例えば、ファイルを販売しているユーザは、後でファイルを買い戻すための選
択肢を保持してもよい）。例えば、販売者から音楽ファイルを購入するユーザは、販売者
が音楽を、例えば、将来の市場価格で、あるいは、販売価格の所定の部分で（例えば、購
入者が支払った価格がいくらであっても、販売者は購入者にその９０パーセント（または
１１０パーセント）を戻す）、あるいは、例えば１０セントなどの、所定の価格で、買い
戻してもよい、ということに同意しなければならない取引がサポートされてもよい。その
ような買い戻し権は、特定の時（例えば、３０日後、他の人が少なくとも３回再生した後
、１時間以内）に、または販売者の判断による任意の時に、制約されてもよい。いくつか
の実施形態では、買い戻し権の規定は、交換サービス１０２、保管サービス１０４、およ
び／またはプレイバックサービス１０６と対話するための、ユーザ装置１０８のインタフ
ェース１１８上に示されてもよく、および／または、交換サービス１０２、保管サービス
１０４、および／またはプレイバックサービス１０６の、それぞれ、インタフェース１１
６、１２６、１２８上に示されてもよい（例えば、買い戻し規定を有するファイルを含む
リストは、そのような規定を有さないファイルとは異なる特定の色を有する）。
【００２１】
　本発明の交換サービス１０２は、さらに、さまざまな異なる収入モデルをサポートする
ように構成されてもよい。例えば、交換サービス１０２は、さまざまな異なる種類の取引
タイプのいずれかについて、購入者および／または販売者のために実行される各取引につ
いて、ユーザに料金を課金してもよい。料金は固定されていてもよく、または、例えば、
取引のタイプ、取引の量／価格、ユーザのメンバーシップレベル、以前の取引の頻度、将
来の取引を行うことの確約などの、さまざまな要因に基づいて変化してもよい。交換サー
ビス１０２は、それに加えて、または別法として、加入および／またはメンバーシップ料
金に基づいて収入を得てもよく、取引の間に、および／または後で、購入者および／また
は販売者に提示されるアップセルの提供に基づいて収入を得てもよく、第三者に広告の機
会を販売することによって収入を得てもよく、例えば、関連した、または関連のないサー
ビス、製品、および／または情報の提供や、取引情報およびマーケティングデータの販売
や、ファイルの人気情報の販売などを目的とした、ユーザへのアクセス、および／または
ユーザ情報を、第三者に提供することによって収入を得てもよい。
【００２２】
　本発明の交換サービス１０２は、さらに、さまざまな「販売／購入権」をサポートする
ように構成されてもよい。例えば、特定のファイルの購入権は、第１のユーザがファイル
に値を付けることに基づいて決定されてもよい。これは、時間ベースの購入権（ｔｉｍｅ
　ｂａｓｅｄ　ｒｉｇｈｔ　ｔｏ　ｂｕｙ）と呼ばれてもよい。同様に、サービス１０２
は、販売のためにファイルを最初に提供した者が、最初に得られた購入者に販売できるよ
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うになる、時間ベースの販売権（ｔｉｍｅ　ｂａｓｅｄ　ｒｉｇｈｔ　ｔｏ　ｓｅｌｌ）
をサポートしてもよい。あるいは、または二次的に、販売または購入権は、配送に基づい
てもよい（例えば、システムにファイルを配送した最初の販売者、または支払いを行った
最初の購入者）。本発明の交換サービス１０２は、さらに、基礎をなす商品としてのファ
イルに基づいた、さまざまなタイプの金融商品（例えば、先物契約、オプション契約、買
い戻し約定、その他の、取引所で交換される、および取引所で交換されないデリバティブ
）の販売をサポートするように構成されてもよい。いくつかの実施形態では、交換サービ
ス１０２は、例えば、交換サービス１０２を介して販売される新規公募（ｉｎｉｔｉａｌ
　ｐｕｂｌｉｃ　ｏｆｆｅｒｉｎｇ）の形態で、ファイルの著作権におけるエクイティイ
ンタレストのシェア（ｓｈａｒｅｓ　ｏｆ　ｅｑｕｉｔｙ　ｉｎｔｅｒｅｓｔ）を売却す
ることによって、著作権所有者が資金を調達することを可能にする手段を提供してもよい
。
【００２３】
　本発明による保管サービス１０４または機能も、１つ以上のソフトウェアアプリケーシ
ョンおよび／またはオペレーティングシステム（ＯＳ）を実行している、コンピュータサ
ーバまたはホストとして実施されてもよい。いくつかの実施形態では、オペレータがサー
バの動作の側面を制御してもよく、他の実施形態では、サーバは完全に自動化されていて
もよい。保管サービス１０４は、例えば、セキュリティ保護されたネットワークを介して
、直接的に、あるいは、例えば、中間のサーバまたはインターネット１１４を介して、間
接的に、その他の装置、サーバ、またはサービス（例えば、交換サービス１０２、プレイ
バックサービス１０６、ユーザ装置１０８、１１０、１１２、ファイル配布サーバなど）
に結合されて、それらと通信してもよい。保管サービス１０４は、例えば、ネットワーク
化されたＲＡＩＤシステム、および／または、ロボティック媒体投入装置および読取装置
などの、電子データ記憶アレイを含む、リポジトリ１２４を含んでもよい。いくつかの実
施形態では、保管サービス１０４は、例えば、サービス１０４が、リポジトリ１２４内に
含まれる各音楽アルバムについて少なくとも１枚のＣＤを保管するように、ファイルとと
もに媒体（例えば、ＣＤ、ＤＶＤなど）を格納してもよい。いくつかの実施形態では、保
管サービス１０４は、ユーザによって直接アクセスまたは使用されず、そして、例えば交
換サービス１０２およびプレイバックサービス１０６のような、フロントエンドサービス
のみと相互作用する、「バックエンド」サービスとして実施されてもよい。いくつかの実
施形態では、しかし、ユーザは、例えば、セルラー電話機、ネットワークコンピュータ、
無線携帯情報端末（ＰＤＡ）、ハンドヘルド装置、衛星ラジオ受信機、ネットワークにア
クセスするように修正されていてもよいメディアプレーヤー（例えば、アップル（Ａｐｐ
ｌｅ（登録商標）社）のアイポッド（ｉＰｏｄ（登録商標））、サンディスク（ＳａｎＤ
ｉｓｋ（登録商標））のサンサ（Ｓａｎｓａ（登録商標））、東芝（Ｔｏｓｈｉｂａ（登
録商標））のギガビート（Ｇｉｇａｂｅａｔ（登録商標））など）、ワイファイ（ＷｉＦ
ｉ）装置（例えば、ラップトップコンピュータ、ノキア（Ｎｏｋｉａ（登録商標））７７
０インターネットタブレット（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｔａｂｌｅｔ（登録商標）））などを
含む）をはじめとする、さまざまな異なるユーザ装置１０８、１１０、１１２を介して、
保管サービス１０４に直接アクセスしてもよく、または、保管サービス１０４から伝送さ
れたものを直接受信してもよい。いくつかの実施形態では、保管サービス１０４は、ウェ
ブページ（例えば、ＨＴＭＬまたはＸＭＬベースのワールドワイドウェブ（ＷＷＷ）ペー
ジ）として実施されたインタフェース１２６（例えば、ユーザおよび／またはオペレータ
インタフェース）を含んでもよく、一方、他の実施形態では、ユーザ装置１０８、１１０
、１１２は、それぞれ、インタフェース１１８、１２０、１２２を含んでもよい。
【００２４】
　保管サービス１０４は、追跡情報とファイル検証機能とを提供する、監査機能を含んで
もよい。例えば、保管サービス１０４は、任意の所与の瞬間において、保管サービス１０
４のドメイン内のすべてのファイルが、「合法の」、非海賊版の、著作権に準拠した、フ
ァイルのコピーとして検証されることが可能なように、ファイルのコピーの各インスタン
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スを（例えば、シリアル／識別番号を割り当てるか、または関連付けることによって、お
よび／または、ファイルの内容に組み込まれた電子「透かし」を使用することによって）
一意に識別するための手段を含んでもよい。さらに、保管サービス１０４は、保管の連鎖
（ｃｈａｉｎ　ｏｆ　ｃｕｓｔｏｄｙ）が明らかにされてもよいように、ファイルの特定
のインスタンスがどこから来たか、および／または、どこに行ったかに関する、履歴情報
を記憶してもよい。保管サービス１０４は、マーケティングまたは在庫管理情報を明らか
にするために、保管の連鎖情報を、例えば、エンティティによって保持された時間、また
は保管サービスのリポジトリ１２４内に記憶されている特定のファイルのコピーの数など
の、その他の転送情報とともに集計および／または集約するための、プログラムを含んで
もよい。いくつかの実施形態では、保管サービス１０４は、そのような情報を、例えば交
換サービス１０２に提供してもよい。
【００２５】
　動作時、保管サービス１０４は、ファイルを含む媒体を維持または保管することをユー
ザが気にする必要がないことを可能にする、便利な手段として機能してもよい。保管サー
ビス１０４は、デジタルファイルの、セキュリティ保護された、高信頼の、保証された記
憶および管理を提供してもよい。そのようなサービス１０４は、大規模なメモリおよびハ
ードディスク容量を有する必要からユーザを解放し、さらに、高価なバックアップ装置、
壊れやすいバックアップ媒体、および時間のかかるバックアップ手順を有する必要からユ
ーザを解放する。保管サービス１０４は、普遍的にアクセス可能な、セキュリティ保護さ
れた、かつ保証されたリポジトリ１２４内にファイルを記憶してもよい。いくつかの実施
形態では、保管サービス１０４は、バックアップサービスおよびファイルフォーマット変
換サービスを提供してもよい。いくつかの実施形態では、保管サービス１０４は、例えば
、コピーを作成する必要なしにファイルの所有権を移転するために、ユーザが交換サービ
ス１０２の機能にアクセスすることを可能にしてもよい。同様に、保管サービス１０４は
、例えば、コピーを作成する必要なしにファイルを再生または使用するために、ユーザが
プレイバックサービス１０６の機能にアクセスすることを可能にしてもよい。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、保管サービス１０４および／またはリポジトリ１２４は、複
数の地理的に多様な位置におけるプレイバックを容易にするために、地理的に分散されて
いてもよい。保管サービス１０４は、プレイバックサービス１０６の機能における遅延の
防止に役立つように、地理的に分散化された冗長サーバ間での負荷バランシングを提供し
てもよい。いくつかの実施形態では、保管サービス１０４は、システムが著作権法を順守
していることを証明するための、および著作権所有者に代替の収入モデルとマーケティン
グ機会とを許可するための、およびマーケティング情報を収集するための、監査機能また
はサービスを提供してもよい。保管サービス１０４は、ファイルの整合性、真正性、およ
びオリジナリティの検証を提供してもよい。例えば、保管サービス１０４は、新たに受信
した、ファイルのコピーを、既知の真正なコピーに対して比較して、ファイルの整合性を
検証してもよい。保管サービス１０４は、在庫およびファイル索引管理を、ユーザ、シス
テム構成要素を含むシステム１００、および第三者（例えば、小売業者、販売業者、広告
主、著作権所有者など）に提供してもよい。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、保管サービス１０４は、さまざまなメンバーシップまたは使
用モデルをサポートしてもよい。例えば、ユーザは、ある料金で加入契約を購入するよう
に、または、サービスにファイルを寄贈するように要求されてもよい（例えば、ユーザが
Ｘ個のファイルを寄贈した場合、ユーザはＹ　Ｇｂのファイルを記憶してもよい）。いく
つかの実施形態では、サービス１０４の使用は、サービス１０４内でユーザがエクイティ
所有権シェア（ｅｑｕｉｔｙ　ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ　ｓｈａｒｅ）を取得または購入する
ことを条件としてもよい。サービス１０４の使用は、使用ごとの支払いに基づいてもよい
。例えば、ユーザ当たりの価格は、ユーザのデータのうちのどれだけの量が、または、ユ
ーザのファイルのうちのいくつが、サービスのリポジトリ１２４内に記憶されているかに
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基づいて決定されてもよい。いくつかの実施形態では、サービス１０４の使用は、他のサ
ービスの使用を条件としてもよい。例えば、ユーザが交換サービス１０２を介してＺ個の
ファイルを移転した場合、または、プレイバックサービス１０６を介してＸ個のファイル
をプレイバックした場合、ユーザはＹ　Ｇｂのファイルを記憶してもよい。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、保管サービス１０４は、（例えば、ユーザ装置１０８内の）
ユーザのハードドライブを、ローカル記憶のために利用するように構成されてもよい。例
えば、保管サービス１０４は、ユーザのハードドライブの部分を、保管サービス１０４ま
たはプレイバックサービス１０６のみが直接アクセスできる、暗号化されたファイルを記
憶するための、分散ネットワークの部分にしてもよい。いくつかの実施形態では、保管サ
ービス１０４は、使用情報を収集、ログ記録、集約、および計算するように構成されても
よい。例えば、保管サービス１０４は、保管サービス１０４のドメイン内、またはその他
のサービスのドメイン内のファイルについての、プレイバック、移転、および記憶の統計
情報を収集してもよい。例えば、保管サービス１０４は、それがログ記録した、どのファ
イルが、いつ、どこで、誰によってアクセスされたかを示す情報を有してもよい。このデ
ータは有益な場合があり、したがって、集約されて販売されてもよい。いくつかの実施形
態では、このデータは、ビルボード（Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ（登録商標））マガジンの上位
１０曲（Ｍａｇａｚｉｎｅ’ｓ　Ｔｏｐ　Ｔｅｎ　Ｓｏｎｇｓ）に類似した形式で集約さ
れてもよい。しかし、音楽トラックの人気は、１週間の間にラジオ放送局によって再生さ
れた回数に基づくよりも、１週間の間に発生するユーザプレイバックの回数に基づいて、
はるかにより正確に判定される可能性がある。いくつかの実施形態では、（例えば、特定
のアーティストの曲が、今年、何回再生されたかのチャートにおけるように）ファイルの
アクセスが単に追跡されてもよい。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、保管サービス１０４は、ユーザの代理として、小売業者およ
び／または販売業者から直接、ファイルを購入または取得するように構成されてもよい。
例えば、保管サービス１０４は、保管サービス１０４へのユーザ要求に応えて、ユーザの
ためにアイチューンズ（ｉＴｕｎｅｓ）から直接、トラックをダウンロードしてもよい。
別の例では、ユーザがアイチューンズ（ｉＴｕｎｅｓ）からの購入を開始してもよく、そ
して、保管サービス１０４が取引を完了して、保管サービスのリポジトリ１２４にトラッ
クをダウンロードし、トラックの所有権を、購入しているユーザの所有権として記録して
もよい。さらに別の例では、ユーザがアイチューンズ（ｉＴｕｎｅｓ）に、購入したトラ
ックを保管サービス１０４に送信することを許可してもよい。
【００３０】
　上記に示したように、保管サービス１０４（または交換サービス１０２）は、マーケッ
トプレーヤーまたはマーケットメーカーとして働いてもよい。いくつかの実施形態では、
保管サービス１０２（または交換サービス１０４）は、割引価格でメンバーから購入した
ファイルの在庫を保持してもよい。保管サービス１０４（または交換サービス１０２）は
、ファイルの市場価格に影響を及ぼすか、またはさらには、ファイルの市場価格を設定し
てもよい。上述の、収集されたプレイバック、移転、および記憶の統計情報を使用して、
保管サービス１０４（または交換サービス１０２）は、需要を評価し、ファイルの価格を
予測してもよい。市場の知識を使用して、保管サービス１０４（または交換サービス１０
２）は、他のユーザが、将来、より高い価格で購入するであろうファイルを取得するよう
に、ユーザに奨励（例えば、動機を提供）してもよい。いくつかの実施形態では、これら
の機能は、保管サービス１０４が、ほとんど無料で（例えば、取引コストのみで）、トラ
ック（またはその他のファイル）をユーザに提供することを可能にしてもよい。
【００３１】
　本発明によるプレイバック（またはアクセス）サービス１０６または機能は、同様に、
１つ以上のソフトウェアアプリケーションおよび／またはオペレーティングシステムを実
行している、コンピュータサーバまたはホストとして実施されてもよい。いくつかの実施
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形態では、オペレータがサーバの動作の側面を制御してもよく、他の実施形態では、サー
バは完全に自動化されていてもよい。プレイバックサービス１０６は、例えば、セキュリ
ティ保護されたネットワークを介して、直接的に、あるいは、例えば、中間のサーバまた
はインターネット１１４を介して、間接的に、その他の装置、サーバ、またはサービス（
例えば、交換サービス１０２、保管サービス１０４、ユーザ装置１０８、１１０、１１２
、ファイル配布サーバなど）に結合されて、それらと通信してもよい。プレイバックサー
ビス１０６は、ファイルのバイトが装置上で再生され、そして削除または上書きされる前
に、例えば数バイトよりも多く、ユーザ装置１０８、１１０、１１２がバッファリングす
る必要がないような速度での、ユーザ装置１０８、１１０、１１２へのファイルの配送を
可能にする、伝送プロトコルを使用してもよい。ユーザ装置１０８、１１０、１１２は、
受信ファイル、またはそのいかなる部分も、任意の大幅な、またはかなりの時間にわたっ
て、ユーザが記憶するのを防いでもよい（例えば、１秒未満、またはファイルの受信した
部分を装置上で再生するために必要とされる時間未満）。
【００３２】
　ユーザは、例えば、セルラー電話機、ネットワークコンピュータ、無線携帯情報端末（
ＰＤＡ）、ハンドヘルド装置、衛星ラジオ受信機、ネットワークにアクセスするように修
正されていてもよいメディアプレーヤー（例えば、アップル（Ａｐｐｌｅ（登録商標）社
）のアイポッド（ｉＰｏｄ（登録商標））、サンディスク（ＳａｎＤｉｓｋ（登録商標）
）のサンサ（Ｓａｎｓａ（登録商標））、東芝（Ｔｏｓｈｉｂａ（登録商標））のギガビ
ート（Ｇｉｇａｂｅａｔ（登録商標））など）、ワイファイ（ＷｉＦｉ）装置（例えば、
ラップトップコンピュータ、ノキア（Ｎｏｋｉａ（登録商標））７７０インターネットタ
ブレット（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｔａｂｌｅｔ（登録商標）））などを含む）をはじめとす
る、さまざまな異なるユーザ装置１０８、１１０、１１２を介して、プレイバックサービ
ス１０６にアクセスしてもよく、または、プレイバックサービス１０６から伝送されたも
のを受信してもよい。いくつかの実施形態では、プレイバックサービス１０６は、ウェブ
ページ（例えば、ＨＴＭＬまたはＸＭＬベースのワールドワイドウェブ（ＷＷＷ）ページ
）として実施されたインタフェース１２８（例えば、ユーザおよび／またはオペレータイ
ンタフェース）を含んでもよく、一方、他の実施形態では、ユーザ装置１０８、１１０、
１１２は、インタフェース１１８、１２０、１２２を含んでもよい。
【００３３】
　プレイバックサービス１０６は、オンデマンドでの媒体なしのプレイバックを、著作権
を侵害することなく可能にする。ユーザ装置１０８、１１０、１１２の必要メモリは、最
小であり、ユーザのファイルのライブラリが増加するにつれて変化することはない。プレ
イバックサービス１０６は、さらに、プレイバック順序をソートすること、取得する新し
いファイルを選択すること、古いファイルの再販売を提案すること、ファイルおよび／ま
たはコレクションの市場価値情報を示すことなどの、プレイリストまたはファイルインデ
ックス管理機能を提供してもよい。これらの機能または特徴は、サービス１０６によって
（例えば、プレイバックサービスインタフェース１２８を介して）直接提供されてもよく
、および／または、以下でより詳しく説明するように、ユーザ装置１０８、１１０、１１
２によって提供またはサポートされてもよい。プレイバックサービス１０６は、ファイル
がユーザ装置１０８、１１０、１１２に配送され、ただちに装置１０８、１１０、１１２
上で再生されて、装置１０８、１１０、１１２から削除される際の、コピーを作成するこ
となく、かつ、ファイルの最小のバッファリングを伴う、プレイバックを提供する。プレ
イバックサービス１０６は、受信したいかなるファイルも装置によって記憶されないこと
を検証することが可能な、特定のユーザ装置１０８、１１０、１１２のみに、ファイルを
「ストリーミング」するように構成されてもよい。例えば、装置１０８、１１０、１１２
は、以前に再生されたファイルが記憶されなかったことを検証するために、装置を検索し
てファイルのシグネチャまたは識別情報を探す、プログラムを実行するように要求されて
もよい。本明細書で使用する場合、そして、特に指示しない限り、ストリーミング（ｓｔ
ｒｅａｍｉｎｇ）という用語は、受信装置がプレイバックサービスに対して、受信データ
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は装置上でデータを再生するために必要とされるよりも長く記憶されない（または記憶さ
れることができない）ということ、および、送信されるデータは、プレイバック速度より
もわずかに高い（例えば、＋１％～＋５％）速度で送信されるということを確証する、転
送プロトコルを意味してもよい。いくつかの実施形態では、ストリーミングは、さまざま
なボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶＯＩＰ）を使用して実装されてもよい。
いくつかの実施形態では、パーソナル暗号化キャスティング（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｅｎｃ
ｒｙｐｔｅｄ　ｃａｓｔｉｎｇ）（例えば、ベライゾン（Ｖｅｒｉｚｏｎ（登録商標））
によって提供されているブイキャスト（Ｖ－Ｃａｓｔ（登録商標）））が使用されてもよ
い。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、プレイバックサービス１０６は、プレイバックを、プレイバ
ックサービス１０６に登録された、および／または、プレイバックサービス１０６の制御
下にある、ユーザ装置１０８、１１０、１１２に限定してもよい。例えば、プレイバック
サービス１０６は、例えば、プレイバックされたファイルを記憶していないなどの、特定
のユーザ義務に従っていることを検証するために、ユーザ装置１０８、１１０、１１２に
アクセスすることが可能であってもよい。いくつかの実施形態では、エージェント（例え
ば、自律ソフトウェアモジュール（ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ　ｓｏｆｔｗａｒｅ　ｍｏｄｕ
ｌｅ））が、ユーザ順守とユーザ装置１０８、１１０、１１２の動作とを監視するために
、ユーザ装置１０８、１１０、１１２上で実行されることが要求されてもよい。監視エー
ジェントは、定期的に、ランダムに、および／または、各ファイルプレイバックの前また
は後に、例えば暗号化メッセージを使用して、プレイバックサービス１０６に報告を返し
てもよい。プレイバックは、特定の時間の長さによって、および／または、特定の数のフ
ァイルアクセス／「プレイバック」に、制限されてもよい。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、プレイバックサービス１０６は、さまざまなユーザが、それ
らのそれぞれのプレイリスト（ｐｌａｙ　ｌｉｓｔ）に関する情報をお互いに共有するこ
とを可能にする設備を提供してもよい。例えば、第１のユーザは、プレイバックサービス
１０６を使用して、そのユーザの好みの音楽トラックの、リストおよび説明（例えば、そ
のユーザのコメントの音声記録）を公表してもよい。その他のユーザは、次に、プレイバ
ックサービス１０６を使用して、第１のユーザのリストを見つけて、アクセスしてもよい
。プレイバックサービス１０６は、さらに、取引を開始するための関連情報を自動的に交
換サービス１０２に渡すことによって、ユーザが、第１のユーザの音楽トラックのうちの
１つ以上を、交換サービス１０２を介して取得するのを容易にしてもよい。
【００３６】
　他のサービス１０２、１０４と同様に、プレイバックサービス１０６は、価格を設定す
るため、ファイルの価値を決定するため、マーケティングまたは広告の目的のため、在庫
管理の目的のため、（例えば、関連する製品またはサービスの追加提供などの）アップセ
ル（ｕｐｓｅｌｌ）の機会を作るため、または提供するため、メンバーシップのレベル／
状態／資格を判定するため、および監査を行うために、使用統計情報をログ記録、集約、
および計算してもよい。この情報は、さらに、プレイバックサービス１０６が、または交
換サービス１０２および／または保管サービス１０４などの統合サービスが、ユーザへの
販売のためにファイルを購入／取得することを可能にするために使用されてもよい。情報
は、特定のファイルに対する需要を判定するために、および／または、ファイルを、例え
ば再販売用に取得するために、交換サービス１０２が支払うべき適切な価格を判定するた
めに、使用されてもよい。いくつかの実施形態では、ファイルの将来の需要を予測するた
めに、および、買い戻しの保証または規定をファイルの購入者に提供するために、集約さ
れた情報が使用されてもよい。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、プレイバックサービス１０６は、ファイルがアクセスされる
ことができないように、ファイルのインスタンスをロックすることによって、システム１



(13) JP 4885270 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

００が、著作権法および／またはファイルライセンス規定を順守し続けていることを確実
にしてもよい。例えば、システム１００（またはそのユーザ）が、特定の音楽トラックを
プレイバックするためのＸ個のライセンスを所有している場合、プレイバックサービス１
０６は、並行プレイバックを、任意の所与の時間におけるＸ以下のインスタンスのプレイ
バックに制限してもよい。そのような制限は、仮に、例えば、１つ以上のユーザが、他の
場合には所与の音楽トラックを並行してプレイバックすることが許可されるであろう、複
数のユーザ装置１０８、１１０、１１２を有しているとしても、プレイバックサービス１
０６によって強制されてもよい。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、システム１００が、著作権法および／またはファイルライセ
ンス規定を順守し続けていることを確実にするために、プレイバックサービス１０６は、
タイムスライシングを使用してもよい。ファイルのタイムスライシングは、ファイルへの
並行アクセスを、ただし、そのファイルの異なる部分のみへの並行アクセスを、可能にす
る。例えば、いくつかの実施形態では、仮に、ファイルの１つのライセンスのみがシステ
ム１００によって所有されている場合でも、ファイルのコピーを作成することなしに、か
つ、著作権法および／またはファイルライセンス規定を侵害することなしに、２つ以上の
異なるユーザが、ファイルの異なる部分への並行アクセス、またはファイルの異なる部分
の並行プレイバックを行ってもよい。プレイバックサービス１０６は、任意の所与の時間
においてファイルのいかなる部分のインスタンスも決して２つ以上存在しないように、２
つ以上のユーザが、任意の所与の時間において、ファイルの異なる部分のプレイバックま
たはアクセスを行っていることを確実にしてもよい。本明細書で使用する場合、並行（ｃ
ｏｎｃｕｒｒｅｎｔ）という用語は、ファイルの２つ以上のコピーが同時に、しかし必ず
しも同期化されずに再生される（例えば、１つのプレイバックが別のプレイバックよりも
後で開始される）ということを意味してもよく、そして、「同じ部分が同時に再生される
（ｓａｍｅ　ｐｏｒｔｉｏｎｓ　ｂｅｉｎｇ　ｐｌａｙｅｄ　ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ
ｌｙ）」という用語は、プレイバックが同期化される（例えば、両方のプレイバックが同
時に開始される）ということを意味してもよいということに留意されたい。これらの用語
を使用すると、プレイバックサービス１０６は、ファイルの同じ部分が同時に再生される
ことなく、ファイルの並行プレイバックを可能にしてもよい。より一般的には、本発明は
、ファイルの同じ部分が同時にアクセスされることなく、ファイルへの並行アクセスを可
能にしてもよい。
【００３９】
　本発明は、インターネットポータルとして実施されてもよく、そのインターネットポー
タルの中では、例えば、交換サービス１０２、保管サービス１０４、およびプレイバック
サービス１０６の統合された実施形態が、多数の小売業者、販売業者、著作権所有者、お
よび第三者の関連する製品およびサービスとともにアクセス可能であってもよい。統合は
、異なるサービス１０２、１０４、１０６の別個の動作をユーザが認識しないようなもの
であってもよい。いくつかの実施形態では、サービス１０２、１０４、１０６は、実際に
、上述の３つの特定のサービスの代わりに、すべてが１つのサービスとして、２つのサー
ビスとして、または４つ以上のサービスとして実装されてもよい。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、本発明は、オンラインライブラリとして実装されてもよい。
ファイルのコピーを作成することなしにユーザにファイルを貸し出す、（上述のような）
インターネットポータルに、ユーザはアクセスしてもよい。オンラインライブラリは、メ
ンバーシップ料金を課金してもよく、および／または、ライブラリのファイルのコレクシ
ョンへの寄贈を要求してもよい。いくつかの実施形態では、オンラインライブラリは、上
述の商用インターネットポータル上の、単なる代替のインタフェースまたはオーバレイと
して実装されてもよい。いくつかの実施形態では、ユーザは、ある期間にわたって（また
は、ある数のプレイバックにわたって）ファイルを「借り出し」てもよく、その間、ユー
ザは、そのファイルを排他的に使用できてもよい。
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【００４１】
　いくつかの実施形態では、本発明は、企業または共同事業などのエンティティによって
所有される、ファイルのコレクションとして実装されてもよい。エンティティのメンバー
または所有者は、エンティティのファイルへのアクセスを許可されるためには、エンティ
ティのエクイティステーク（ｅｑｕｉｔｙ　ｓｔａｋｅ）を所有していることを要求され
てもよい。いくつかの実施形態では、ファイルおよび／または資本の貢献は、個人に、エ
クイティホルダー（ｅｑｕｉｔｙ　ｈｏｌｄｅｒ）になる資格を与えてもよい。エンティ
ティによって所有されるファイルは、エクイティホルダーの共同資産として保持されても
よく、エクイティホルダーは、オンラインライブラリに関して上述したのと同じ方法で、
（やはり上述した）インターネットポータルを介して、ファイルにアクセスすることを許
可されてもよい。エンティティのエクイティは、例えば新規公募（ｉｎｉｔｉａｌ　ｐｕ
ｂｌｉｃ　ｏｆｆｅｒｉｎｇ）（ＩＰＯ）によって、公開販売されてもよい。ＩＰＯは、
エンティティのためのファイルを取得するための、または、エクイティホルダーのエンテ
ィティへの貢献に対して埋め合わせするための、資金を調達するために使用されてもよい
。いくつかの実施形態では、エンティティは、ファイルの著作権を取得してもよい。いく
つかの実施形態では、著作権所有者は、エンティティのエクイティと交換に、エンティテ
ィに著作権を寄贈してもよい。
【００４２】
　ユーザ装置１０８、１１０、１１２は、新しいタイプの装置と、本発明の実装を特に可
能にするための特徴を含むように修正された、市販の装置の変形とを含んでもよい。例え
ば、アップル（Ａｐｐｌｅ（登録商標）社）のアイポッド（ｉＰｏｄ（登録商標））は、
無線通信機能を有するように、そして、ファイル記憶のための制限されたメモリを有する
ように（またはメモリを有さないように）、作成されてもよい。そのような装置は、ファ
イルを受信するように、そして、それらのファイルを記憶することなしにプレイバックす
るように、構成されてもよい。装置上に記憶されているファイルを示す代わりに、アイポ
ッド（ｉＰｏｄ）のファイル管理インタフェースは、保管サービス１０４内の、ユーザに
関連付けられたファイルをリモートで操作するように、およびそれらのファイルにアクセ
スするように、構成されてもよく、または、プレイバックサービス１０６を介したアクセ
スのために利用可能であってもよく、または、交換サービス１０２を介した購入のために
利用可能であってもよい。いくつかの実施形態では、ユーザ装置１０８、１１０、１１２
は、本発明のその他の態様を容易にする、追加のハードウェア特徴を含んでもよい。例え
ば、装置１０８は、購入／売却ボタンを含んでもよく、このボタンは、装置インタフェー
ス１１８上でハイライトされたファイルを、ユーザがファイルを所有している場合は売却
することを、または、ユーザがファイルを所有していない場合は購入することを、ユーザ
が交換サービス１０２に示すことを可能にする。装置１０８は、プレビューボタンを含ん
でもよく、このボタンは、ファイルの限られた部分に、プレビューとして、ユーザがアク
セスすることを可能にする。いくつかの実施形態では、例えば、装置１０８は、取引の迅
速化に役立つ取引ボタン、プレイバック、検索、および／または選択をより容易にする「
ＶＣＲ」制御ボタン、ダイヤル、スライド、シャトル、スティック、および／またはトラ
ックパッド、ならびに／あるいは、サービス１０２、１０４、１０６、および／またはフ
ァイルとの相互作用を容易にするゲームコントロールを含んでもよい。ディスプレー画面
および振動／可聴警報などの、その他のハードウェア特徴も含まれてもよい。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、装置１０８は、限定された受信範囲を有してもよい。例えば
、装置は、インターネット１１４への８０２．１１ｇ　ＬＡＮ接続性、ワイファイ（Ｗｉ
Ｆｉ）のインターネット１１４アクセス、および／または、インターネット１１４にアク
セスするためのＲＦベースの通信プロトコルを提供してもよい。受信は、伝送時間、およ
び／または、インターネットアクセスポイントまたはホスト（例えば、ユーザのデスクト
ップＰＣ）への距離に基づいて、限定されてもよい。いくつかの実施形態では、ホストは
、サービス１０２、１０４、１０６に接続するための、制御されたリンクとして働いてい
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る、ネットワーク上にあってもよい。いくつかの実施形態では、ホストの部分（例えば、
ユーザのハードドライブの部分）は、例えば保管サービス１０４の排他的制御の下で、フ
ァイルのためのローカルな（分散された）記憶として使用されてもよい。いくつかの実施
形態では、システム１００は、ユーザのパーソナルコンピュータ上に記憶されていてもよ
い暗号化されたファイルを使用して動作してもよく、そして、プレイバックは、システム
１００に関連付けられた、またはシステム１００に登録されたユーザ装置を介してのみ有
効にされてもよい。例えば、上述の無線／メモリレスに修正されたアイポッド（ｉＰｏｄ
）などの無線装置、ＦＭ受信機、携帯電話機、またはその他の装置が、特定のパーソナル
コンピュータから受信した信号のみをプレイバックするように構成されてもよい。同様に
、パーソナルコンピュータは、特定のユーザ装置のみに送信するように構成されてもよい
。いくつかの実施形態では、上述の無線／メモリレスに修正されたアイポッド（ｉＰｏｄ
）は、ＶＯＩＰ機能を有する電話機として実施されてもよい。さらに、そのような電話機
は、ＶＯＩＰ信号を、例えばワイファイ（ＷｉＦｉ）プロトコルなどの、無線プロトコル
を介して受信してもよい。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、ユーザ装置１０８は、例えば、（ＷＡＮ／衛星信号受信機と
して実施された）車両内に取り付けられてもよい。そのような装置は、車両が、ユーザＰ
Ｃの伝送範囲（例えば、無線ＬＡＮ、８０２プロトコル、ワイファイ（ＷｉＦｉ）、ブル
ートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））などの伝送範囲）内にある場合、あるい
は、ユーザＰＣから、例えば、携帯電話機、ＲＦ信号、および／または無線電話機などを
介した伝送範囲内にある場合に、（例えば、上述のように、コピーすることなしに、また
は、例えば制限されたプレイバック回数などの、プレイバック制限付きで）ファイルを受
信またはダウンロードしてもよい。装置は、車両内に永久的に取り付けられてもよく、ま
たは、その他のプレイバック機器またはＰＣに接続されてもよい、取り外し可能なヘッド
ユニットを含んでもよい。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、ユーザ装置１０８は、呼を受信するように構成され、その呼
の中でファイルがユーザにプレイバックされる、従来の携帯電話機または無線ＰＤＡとし
て実装されてもよい。音質を向上させるため、および、ファイルがコピーされないことを
確実にするために、ＶＯＩＰなどのデジタルプロトコルが使用されてもよい。いくつかの
実施形態では、マルチチャネル（例えば、ステレオ）情報がデジタル信号内に符号化され
てもよく、そして電話機は、その信号の受信時に、マルチチャネル情報を復号して、例え
ばステレオ音響を作成するように、構成されてもよい。電話機は、さらに、例えば、接続
されたステレオヘッドフォン、またはマルチチャネル増幅器とスピーカーシステムとを使
用することにより、マルチチャネル音響をプレイバックするように構成されてもよい。デ
スクトップの、または自動車に搭載された、クレードルが、ステレオヘッドフォンへの、
またはマルチチャネル増幅器とスピーカーシステムとへの、電話機またはＰＤＡの接続を
容易にするために使用されてもよい。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、サービス１０２、１０４、１０６およびユーザ装置１０８、
１１０、１１２は、それぞれ、インタフェース１１６、１２６、１２８、１１８、１２０
、１２２を含んでもよい。上述のように、ユーザ装置インタフェース１１８、１２０、１
２２は、装置１０８、１１０、１１２の動作、および装置１０８、１１０、１１２との相
互作用を容易にするための、任意の数のハードウェアインタフェース特徴を含んでもよい
。同様に、サービスのインタフェース１１６、１２６、１２８は、サービス１０２、１０
４、１０６の動作、およびサービス１０２、１０４、１０６との相互作用を容易にするた
めの、任意の数のハードウェアインタフェース特徴を含んでもよい。さらに、サービスの
インタフェース１１６、１２６、１２８とユーザ装置インタフェース１１８、１２０、１
２２との両方は、サービス１０２、１０４、１０６とユーザ装置１０８、１１０、１１２
の動作、およびサービス１０２、１０４、１０６とユーザ装置１０８、１１０、１１２と
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の相互作用を容易にするための、ソフトウェアベースのインタフェース特徴を含んでもよ
い。例えば、ユーザのプレイリストは、（例えば、購入の提案、マーケティングオファー
を行うため、および／または、ユーザのファイルのそれぞれの現在の価値を示すために）
交換サービス１０２と統合またはリンクされていてもよい。交換サービス１０２内の、販
売のためのファイルのリストは、各ファイルについて利用可能な、取引または移転のタイ
プを示してもよい。
【００４７】
　インタフェース１１６、１２６、１２８、１１８、１２０、１２２は、推薦システムへ
のアクセスを提供するソフトウェアインタフェース特徴を含んでもよく、その中では、フ
ァイルに関する情報、および／または、実際のファイルのサンプルが、他のユーザと、ま
たは「友達」リストのユーザと共有されてもよい。装置は、すべてのファイルタイプ（例
えば、ビデオ、音楽、アプリケーション、ゲーム、ＡＳＰ、データベースなど）のプレイ
バック、およびそれらのファイルタイプへのアクセスをサポートする、グラフィカルユー
ザインタフェースを含んでもよい。ソフトウェアインタフェースは、ログインプロトコル
などのセキュリティ特徴、および自動ログインまたは「ノークリック」ファイル購入方法
などの自動化特徴をサポートしてもよい。例えば、上述の例示的な無線アイポッド（ｉＰ
ｏｄ）（または任意のその他のメディアプレーヤーハードウェア／ソフトウェア装置）は
、保管サービス１０４に自動的にログインし、必要な認証情報（例えば、ユーザ名および
パスワード）を提供し、そして、ユーザの音楽トラックのリストを取得するように構成さ
れてもよい。いくつかの実施形態では、要求されるログインの一部は、例示的な無線アイ
ポッド（ｉＰｏｄ）および／またはその構成要素のいくつかの、媒体アクセス制御（ＭＡ
Ｃ）識別子のような、機械入力される情報であってもよい。言い換えると、一部の情報は
、ユーザによって入力される必要はなく、しかし装置は、ログイン／セキュリティ／認証
の目的のために情報が使用されてもよいように、情報をやはり送信するように構成されて
もよい。いくつかの実施形態では、ソフトウェアインタフェースは、デフォルトのログイ
ン情報が変更されることを可能にするように、および、ユーザが、例えば自動ログイン特
徴を、活動化または非活動化することを可能にするように、構成可能であってもよい。
【００４８】
　インタフェース１１６、１２６、１２８、１１８、１２０、１２２は、さらに、以前に
所有していたファイルの買い戻しをサポートする、ソフトウェアインタフェース特徴を含
んでもよい。例えば、ユーザの「プレイリスト」またはファイルのリストは、以前に所有
していたが、その後販売されたファイルの指示を含んでもよい（例えば、曲名はプレイリ
スト上で可視であるが、グレー表示されているか、さもなければ、異なる外観を有してい
る）。そのファイルまたは同等物（すなわち、同じ音楽トラックであるが、異なるユーザ
の、そのコピー）が現在販売中である場合、そのような情報が示されてもよい（例えば、
リストの横の星印、「今すぐ購入（ｂｕｙ－ｎｏｗ）」アイコン）。インタフェース１１
６、１２６、１２８、１１８、１２０、１２２は、さらに、音楽の購入に役立つソフトウ
ェアインタフェース特徴を含んでもよい。いくつかの実施形態では、交換サービスインタ
フェース１１６は、ファイル選択コントロール、支払いコントロール、条件選択コントロ
ール（ｔｅｒｍｓ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｃｏｎｔｒｏｌｓ）などの取引特徴を含んでも
よい。交換サービスインタフェース１１６は、さらに、ユーザが保管サービス１０４に、
ユーザあるいはその他のメンバーまたは顧客の代理としてファイルを購入するように指示
することを可能にするように構成された、グラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）
コントロールを含んでもよい。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、交換サービス１０２は、ユーザから金融商品を購入してもよ
く、および／または、ユーザに金融商品を売却してもよい。例えば、交換サービス１０２
は、ファイルの買い戻し約定、および／または、ファイル先物契約を、売却してもよい。
ファイルの所有者からの、ファイルの買い戻し約定は、ファイルと交換に資金を提供する
ための、第１の約定と、ファイルを買い戻すための、第２の約定との両方を含む。ファイ
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ル先物契約は、将来の特定の日に、あらかじめ設定された価格でファイルを購入または売
却するための、交換サービス１０２を介して取引されてもよい契約である。例えば、交換
サービス１０２は、交換サービス１０２が特定の音楽トラックを１年後に１ドルでユーザ
に売却することを指定する契約を、ユーザが購入することを可能にしてもよい。その音楽
ファイルの価値が、１ドルに契約の価格を加えたよりも大きい場合、ユーザは利益を得る
。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、交換サービス１０２は、市場データフィードを生成してもよ
い。ロイター（Ｒｅｕｔｅｒｓ（登録商標））またはブルームバーグ（Ｂｌｏｏｍｂｅｒ
ｇ（登録商標））のデータフィードと同様に、さまざまなファイルの価格が、データフィ
ードフォーマットで継続的に報告されてもよい。インタフェース１１６、１２６、１２８
、１１８、１２０、１２２は、フィード、またはフィードに含まれる情報を、システム１
００のユーザおよび／またはオペレータに表示してもよい。いくつかの実施形態では、交
換サービス１０２からの情報（例えば、市場データフィード）は、ファイルコレクション
の価格設定または価値情報をユーザに提供するために使用されてもよい。例えば、ユーザ
の音楽の全コレクションが、例えば、ユーザが所有している各音楽トラックの現在の市場
価値の合計に基づいて、価格設定または評価されてもよい。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、システム１００が使用するファイル転送または通信プロトコ
ルは、そのプロトコルを使用して伝送されるファイルが記憶またはコピーされないことを
確実にするように、特に構成されたものであってもよい。より具体的には、本発明のシス
テム１００は、あらかじめ設定された最大数のバイト、またはファイルの部分のみが、受
信され、処理され、削除され（または上書きされ）てから、ファイルの後続のバイトが送
信および／または受信されることを許可される、ということを確実にする、（例えば、シ
ステムのさまざまな構成要素の、ネットワークアダプタおよび／またはオペレーティング
システム内に実装された）プロトコルを使用してもよい。例えば、プロトコルは、ユーザ
装置に送信される音楽ファイルが、装置によってそのファイルが受信されるにつれて、処
理され（例えば、装置上で再生され）、そして削除されるということを確実にしてもよい
。そのようなプロトコルは、ファイルの制限された部分のみが、ファイルを処理するため
に必要とされる間だけ、一時的にバッファリングされることを保証する。プロトコルは、
さらに、ファイルの処理は、メモリ、記憶装置、またはファイルを収集する可能性がある
その他の装置に、ファイルを転送することを含まないということを、確実にしてもよい。
例えば、プロトコルは、ファイルを記憶する能力がない、ユーザ装置１０８、１１０、１
１２内の、既知の／登録された出力装置（例えば、特定のデジタル－アナログ変換器／増
幅器の組み合わせ）のみに、ファイルは転送されてもよいということを要求してもよい。
プロトコルは、（例えば、転送されるファイル内に含まれる）インジケータビット、タグ
、トークン、またはコードワードが、ファイルは著作権保護されているということ、およ
び、最小のバッファリングで、かつ、転送中に、または宛先において、記憶またはコピー
されることなしにのみ、転送されるべきであるということを、プロトコル準拠ハードウェ
アおよびソフトウェアに伝達するように実装されてもよい。いくつかの実施形態では、プ
ロトコル準拠ハードウェアおよびソフトウェアは、著作権保護されたファイルを、例えば
、ファイル「シグネチャ（ｓｉｇｎａｔｕｒｅｓ）」のデータベースを介して、それら自
体で認識するように構成されてもよい。
【００５２】
　本発明は、本発明の装置の説明において上記に示したような、多くの異なる方法を含む
。しかし、本発明の態様をさらに説明するために、２つの例示的方法が、図２および図３
のフローチャートに示されている。特定の数のステップの、特定の順序が識別されている
が、本発明は、任意の実施可能な順序で実行される、より少ない数のステップ、または任
意の数の追加のステップまたはサブステップを使用して実施されてもよいということが理
解されるであろう。
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【００５３】
　図２を参照すると、第１の例示的方法２００は、オーディオファイルのコピーが保管サ
ービス１０４によって記憶される、ステップＳ１から開始される。オーディオファイルの
コピーは、オーディオファイルを保管しないパーティによって所有されている。ステップ
Ｓ２において、オーディオファイルのプレイバックを求める要求が、プレイバックサービ
ス１０６によって受信される。Ｓ３において、プレイバックを求める要求は、ファイルを
所有しているパーティからであることが検証される。いくつかの実施形態では、プレイバ
ックサービス１０６は、ユーザ装置１０８によって自動的にプレイバックサービス１０６
に提供された、識別パスワードを、保管サービス１０４に提供してもよい。保管サービス
１０４は、パスワードを使用して、記憶されているオーディオファイルが、装置１０８ま
たはユーザと関連付けられていることを検証してもよい。例えば、記憶されているオーデ
ィオファイルは、パスワードのコピーを含んでもよく、そして、提供されたパスワードと
記憶されているパスワードとの間の一致が、装置１０８のユーザは、実際に、記憶されて
いるオーディオファイルの所有者であるということを、システム１００に示してもよい。
ステップＳ４において、オーディオファイルのコピーを表す信号が、オーディオファイル
のコピーの所有者に関連付けられたユーザ装置１０８に送信される。ユーザ装置は、信号
を受信するように、そして、オーディオファイルの受信した部分を再生するためにユーザ
装置が必要とする最小時間よりも長く、オーディオファイルのいかなる部分も記憶するこ
となく、オーディオファイルを再生するように、動作可能である。
【００５４】
　図３を参照すると、第２の例示的方法３００は、ファイルの複数のコピーが保管サービ
ス１０４によって記憶される、ステップＳ５から開始される。各コピーは、異なるパーテ
ィに関連付けられていてもよい。各パーティは、ファイルの記憶されているコピーのうち
の少なくとも１つの所有権を有する。ステップＳ６において、プレイバックサービス１０
６は、ファイルのコピーの並行リモートプレイバックを、ファイルの著作権所有者の著作
権を侵害することなしに、パーティに提供する。ステップＳ７において、プレイバックサ
ービス１０６は、記憶されているコピーの数に基づいて、並行リモートプレイバック送信
の数を制限する。ステップＳ８において、プレイバックを要求しているパーティへのプレ
イバックは、並行リモートプレイバック送信の数が、記憶されているコピーの数未満にな
るまで遅延させられる。例えば、リモートプレイバック送信が完了すると、並行リモート
プレイバック送信の数は減少し、そして、システム１００は、ファイルの新たなプレイバ
ック送信を要求しているパーティに応えて、新たなプレイバック送信を開始することを許
可する。
【００５５】
　上述の説明は、本発明の特定の実施形態のみを開示するものであり、本発明の範囲に含
まれる、上記で開示された方法および装置の修正は、当業者にとって容易に明らかとなる
であろう。したがって、本発明は、その特定の実施形態に関連して開示されたが、その他
の実施形態が、添付の特許請求の範囲によって定義される本発明の趣旨および範囲に含ま
れてもよいということが理解されるべきである。
【符号の説明】
【００５６】
　　１００　　　　システム
　　１０２　　　　交換サービス
　　１０４　　　　保管サービス
　　１０６　　　　プレイバックサービス
　　１０８、１１０、１１２　　　　ユーザ装置
　　１１４　　　　インターネット
　　１１６、１１８、１２０、１２２、１２６、１２８　　　　インタフェース
　　１２４　　　　リポジトリ
　　２００　　　　第１の例示的方法
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　　３００　　　　第２の例示的方法
　

【図１】 【図２】
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